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保険医療課からのおしらせ

■問い合わせ先　保険医療課　　57-8510

平成18年10月から医療保険制度が改正されます！
現役並みの所得がある人の自己負担割合が引き上げられます

療養病床に入院する場合の食費・居住費の負担が変わります

高額医療費の自己負担限度額が引き上げられます

出産育児一時金が上がります
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■平成18年９月30日までの自己負担限度額(月額)

３回目まで ４回目以降※２

一般

上位
所得者

住民税
非課税世帯

72,300円+
医療費が241,000円を超えた場
合、その超過分の１％を加算

35,400円

40,200円

77,700円

24,600円

139,800円+
医療費が466,000円を超えた場
合、その超過分の１％を加算

１食当たりの食費

一定以上所得者
および一般

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

260円

160円

210円

100円

■平成18年９月30日までの自己負担限度額(月額)

外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

一定以上

所得者

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

一般

72,300円+
医療費が361,500円を超えた場合、その超過分
の１％を加算(４回目以降の場合、40,200円）

40,200円

15,000円

24,600円

40,200円

12,000円

 8,000円

■平成18年10月１日からの自己負担限度額(月額)

外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

現役並み

所得者

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

一般

80,100円+
医療費が267,000円を超えた場合、その超過分
の１％を加算(４回目以降の場合、44,400円）

44,400円

15,000円

24,600円

44,400円

12,000円

 8,000円

■平成18年10月１日からの自己負担限度額(月額)

３回目まで ４回目以降※２

一般

上位
所得者
※1

住民税
非課税世帯

80,100円+
医療費が241,000円を超えた場
合、その超過分の１％を加算

35,400円

44,400円

83,400円

24,600円

150,000円+
医療費が466,000円を超えた場
合、その超過分の１％を加算
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　70歳以上または老人保健で医療を受ける人のうち、現役並

み所得(9月30日までは一定以上所得者という)のある人は、

医療機関に支払う自己負担割合が引き上げらます。  

　同じ月内に高額な医療費の支払いを行った場合の自己負担限度額が下表のように一部引き上げになります。

　療養病床に入院する70歳以上または老人保健で医療を受ける方は、これまでの食材料費相当のみを負担していま

したが、今回の改正で食費と住居費を負担することになります。

　被保険者が出産したときに受けられる出産育児金の支給額が30万円から35万

円に引き上げられます。（予定）

　高額の治療を長期間継続して行う必要がある疾病の場合、１カ月の自己負担限

度額は１万円までとされていましたが、慢性腎不全で人工透析を要する上位所得

者については、自己負担限度額が１万円から２万円に引き上げられます。

平成18年
９月30日まで

２割

平成18年
10月１日から

３割

90日までの入院

過去12カ月で90日
を超える入院

１食当たりの食費

老齢福祉年金受給者

現役並み所得者
および一般

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

460円

130円

210円

100円

１日当たりの居住費

320円

320円

320円

  0円

変わります①

変わります②

変わります③

変わります④

人工透析を要する上位所得者の自己限度額が引き上がります変わります⑤
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　現在使用中の、旧町村発行の予防接種予

診票（ポリオ以外）・妊婦/乳児一般健康審査

受診票（ピンク色の用紙）が平成18年10月

１日以降使用できなくなります。市民課（本

庁）、健康対策課（赤岡庁舎）及び各支所にて

交換していますので、お早め

に交換してください。

■問い合わせ先 

健康対策課 保健指導係

                       57-7516
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ＢＳアナログ放送 放送終了

地上アナログ放送 放送終了

地上デジタル放送
放送開始

テレビ放送がアナログ放送からデジタル放送に変わります
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ＢＳデジタル放送

平成18年 平成23年

地上デジタル放送を見るには？

■アンテナの場合

■ケーブルテレビの場合

ＵＨＦアンテナ 地上デジタル放送用

チューナー（受信機）(TV高知・さんさんTVが

受信可能なアンテナ)

CATV
デジタルコンバータ

アナログＴＶ

アナログＴＶ

デジタルＴＶ

デジタルＴＶ

お問い合わせ
総務省地上デジタルビジョン放送受信相談センター

 0570-07-0101(平日9:00～21:00 土・日・祝日9:00～18:00)

お問い合わせ
香南ケーブルテレビ

 56-0102(平日8:30～17:00)

！平成23年７月24日までは、今までど

おりにテレビ放送を視聴することが

できます。それ以降、テレビを観る

ためにはデジタルテレビに取り換え

るか、デジタルチューナー(受信機)

などを取り付けなければなりません。

！　アナログＴＶはデジタルチュー

ナーやデジタルコンバーターを付

けると視聴できますが、ハイビジ

ョン対応でない場合、高画質・高

音質とはなりません。

　香南ケーブルＴＶでは９月中に

送出装置を整備し、通信局の許可

がでると同時に放送を開始します。

■平成23年７月24日までにアナログ放送は終了します。

気になる地デジ、香南市では？


